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「水銀に関する水俣条約の締約国等について」（平成２７年１１月１１日付け輸出

注意事項２７第２６号）等の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 
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経済産業省貿易経済協力局長 飯田 陽一 
 
 
 
 
 

「水銀に関する水俣条約の締約国等について」等の一部改正について 
 
 
「水銀に関する水俣条約の締約国等について」（平成２７年１１月１１日付け輸出

注意事項２７第２６号）等の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 

 
 

附 則 
この規程は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行

する。 

一 別紙１のギリシャに係る改正規定 令和２年９月８日 

二 別紙１のオマーンに係る改正規定 令和２年９月２１日 

三 別紙１のフィリピンに係る改正規定 令和２年１０月６日 

四 別紙２のアルジェリアに係る改正規定 令和２年１０月１９日 

 



（別紙１） 
「水銀に関する水俣条約の締約国等について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○水銀に関する水俣条約の締約国等について（平成２７年１１月１１日付け輸出注意事項２７第２６号） 

改 正 後 現 行 
 

アフガニスタン、アルバニア、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、ア

ルメニア、オーストリア、バハマ、ベルギー、ベナン、ボリビア、ボツワナ、ブ

ラジル、ブルガリア、ブルキナファソ、カナダ、チャド、チリ、中華人民共和国、

コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、コスタリカ、コートジボワール、クロアチ

ア、キューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ共和国、エク

アドル、エルサルバドル、赤道ギニア、エストニア、エスワティニ、フィンラン

ド、フランス、ガボン、ガンビア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、ギニア、ギニア

ビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インド

ネシア、イラン、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダン、キリバス、クウェート、

ラオス、ラトビア、レバノン、レソト、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルク

センブルク、マダガスカル、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリ

シャス、メキシコ、モルドバ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、ナミビア、オ

ランダ、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、北マケドニア、ノルウェー、

オマーン、パラオ、パレスチナ、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポ

ルトガル、大韓民国、ルーマニア、ルワンダ、セントクリストファー・ネービス、

セントルシア、サモア、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セ

ーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、南アフリカ

共和国、スリランカ、スリナム、スウェーデン、スイス、シリア、タイ、トーゴ、

トンガ、ツバル、アラブ首長国連邦、ウガンダ、英国、アメリカ合衆国、ウルグ

アイ、バヌアツ、ベトナム、ザンビア 
 

 
アフガニスタン、アルバニア、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、ア

ルメニア、オーストリア、バハマ、ベルギー、ベナン、ボリビア、ボツワナ、ブ

ラジル、ブルガリア、ブルキナファソ、カナダ、チャド、チリ、中華人民共和国、

コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、コスタリカ、コートジボワール、クロアチ

ア、キューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ共和国、エク

アドル、エルサルバドル、赤道ギニア、エストニア、エスワティニ、フィンラン

ド、フランス、ガボン、ガンビア、ドイツ、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、ガ

イアナ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イ

ラン、アイルランド、ジャマイカ、ヨルダン、キリバス、クウェート、ラオス、

ラトビア、レバノン、レソト、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブル

ク、マダガスカル、マリ、マルタ、マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、

メキシコ、モルドバ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、ナミビア、オランダ、

ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、北マケドニア、ノルウェー、パラオ、

パレスチナ、パナマ、パラグアイ、ペルー、ポルトガル、大韓民国、ルーマニア、

ルワンダ、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、サモア、サントメ・

プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、シンガポ

ール、スロバキア、スロベニア、南アフリカ共和国、スリランカ、スリナム、ス

ウェーデン、スイス、シリア、タイ、トーゴ、トンガ、ツバル、アラブ首長国連

邦、ウガンダ、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、バヌアツ、ベトナム、ザン

ビア 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙２） 
「「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」及び「残留性有機汚染物質に関す

るストックホルム条約」の締約国について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」及び「残留性有機汚染物質に関

するストックホルム条約」の締約国について（平成１８年３月１５日付け輸出注意事項１８第４号） 
改 正 後 現 行 

１ ロッテルダム条約の締約国 
アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンティグア・バーブータ、

アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、ベ

ルギー、ベリーズ、ベナン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、

ブラジル、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、

カナダ、カーボベルデ、チャド、チリ、中華人民共和国、コロンビア、コンゴ

共和国、クック、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キ

プロス、チェコ、北朝鮮、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、

ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エ

ストニア、エスワティニ、エチオピア、ＥＵ、フィンランド、フランス、ガボ

ン、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グアテマラ、ギニア、

ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、インド、インドネシア、

イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダ

ン、カザフスタン、ケニア、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバ

ノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセ

ンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、

マーシャル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モンテネグ

ロ、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ネパール、オランダ、ニュージーラ

ンド、ニカラグア、ニジェール、ナイジェリア、北マケドニア、ノルウェー、

オマーン、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーラン

ド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワ

ンダ、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、サモア、サント

メ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア、シエラレオネ、シン

ガポール、スロバキア、スロベニア、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、

スリランカ、スーダン、スリナム、スウェーデン、スイス、シリア、タイ、ト

ーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、ウガンダ、ウクライナ、

アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、ウルグアイ、バヌアツ、ベネズエラ、

ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ 
２ （略） 

１ ロッテルダム条約の締約国 
アフガニスタン、アルバニア、アンティグア・バーブータ、アルゼンチン、

アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、ベリー

ズ、ベナン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブ

ルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カ

ーボベルデ、チャド、チリ、中華人民共和国、コロンビア、コンゴ共和国、ク

ック、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チ

ェコ、北朝鮮、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ

共和国、エクアドル、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、

エスワティニ、エチオピア、ＥＵ、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビ

ア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グアテマラ、ギニア、ギニアビ

サウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、インド、インドネシア、イラン、

イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザ

フスタン、ケニア、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レバノン、レ

ソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、

マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マリ、マルタ、マーシャ

ル、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モンテネグロ、モロ

ッコ、モザンビーク、ナミビア、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニ

カラグア、ニジェール、ナイジェリア、北マケドニア、ノルウェー、オマーン、

パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルト

ガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セン

トクリストファー・ネービス、セントビンセント、サモア、サントメ・プリン

シペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア、シエラレオネ、シンガポール、

スロバキア、スロベニア、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリラン

カ、スーダン、スリナム、スウェーデン、スイス、シリア、タイ、トーゴ、ト

ンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首

長国連邦、英国、タンザニア、ウルグアイ、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、

イエメン、ザンビア、ジンバブエ 
２ （略） 




